
星槎道都大学 留学生別科日本語専攻 

2026年度10月入学（19期生）  募 集 要 項 
 

 

1. 募集定員  30 名 

2. 選考日程 
 

区分 日本国外からの出願 日本国内からの出願 

出願期間 2026年5月12日（火）～2026年6月10日（水） 2026年7月6日（月）～2026年8月14日（金） 

入学検定料納入期日 2026年6月10日（水） 2026年8月14日（金） 

書類選考（面接） 2026年6月13日（土）～2026年6月19日（金） 2026年8月17日（月）～2026年8月24日（月） 

合格通知発送日 2026年6月26日（金） 2026年8月28日（金） 

手続書類提出期間 2026年6月26日（金）～2026年7月17日（金） 2026年8月28日（金）～2026年9月11日（金） 

年間経費納入期日 2026年7月17日（金） 2026年9月11日（金） 

3. 出願資格 （以下 A～Ｆの全てに該当する者） 
 

A) 外国籍を有している者 
 

B) 以下の5条件のうち一つを満たす者 

i. 日本国外において12年間の正規の学校教育を修了した(または修了見込）者 

ii. 日本国外において12年間の正規の学校教育を修了した者に準ずる者「外国において、高等学校

に対応する学校の課程（その修了者が当該外国の学校教育における11年以上の課程を修了し

たとされるものであること。その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）」で、文部

科学大臣が別に指定したものを修了した者 

iii. 当該課程を修了した者と同等以上の学力があると本学が認めた者 

iv. 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の当該

課程を修了した（または修了見込）者 

v. 日本国外における大学入学資格認定試験等に合格するなどして、大学入学資格を有する者 
 

C) 日本語能力試験（JLPT）において N4級以上もしくは同等以上の日本語能力を有すると本学が認めた者 

（JLPT N2級を取得できる実力を備えていることが好ましい） 

・漢字圏（中国・台湾）出身者：日本語能力試験（JLPT）Ｎ4級以上もしくは同等以上の日本語能力 

・上記以外の国の出身者：日本語能力試験（JLPT）Ｎ3以上もしくは同等以上の日本語能力 
 

＊各種日本語能力検定の日本語能力試験（JLPT）相当レベルは下記を参照してください。 

各種日本語試験 日本留学試験 
J.TEST 

（D～E レベル） 
日本語 NAT-TEST JPET JLCAT 

JLPT N4級相当 日本語合計100点以上 350点以上 4級 380点以上 

A2 
JLPT N3級相当 日本語合計150点以上 500点以上 3級 

450点以上かつ 

読解200点以上 
 

D) 入学時18歳に達している者（大学院進学希望者は21歳に達している者） 
 

E) 支弁能力を有する身元保証人※を立てられる者 

   ※ 経費支弁者及び身元保証人の条件 

  ・ 20歳以上の者であること 

  ・ 出願者の別科入学から修了までの金銭支援と学生生活・勉学の指導に責任が持てる者 

  ・ 出願時に安定した収入があり、継続した収入が見込まれる者 

  ・ 出願者の家族もしくは親族が好ましい 

  ・ 銀行預金残高1,200,000円以上の証明ができる者 
 



 

星槎道都大学 国際交流センター 

〒 061-1196 北海道北広島市中の沢149番地 
 

F) 日本国内の他大学別科および日本語学校在籍の者は、2026年9月30日時点で日本語教育機関における

在籍期間が1年以内の者に限る 

4. 出願手続き 

 

A) 出願期間 

日本国外からの出願 ： 2026年5月12日（火） ～ 2026年6月10日 (水) 

日本国内からの出願 ： 2026年7月 6日（月）  ～ 2026年8月14日（金） 

 

B) 出願方法 
 

 出願書類を書留にて郵送、または持参（期日厳守）。書類に不足・不備があった場合は受け付けません。 
 

① 通常手続き（札幌近郊在住者以外） 

• 日本国内から送付する場合は、簡易書留郵便にて郵送してください。 

• 日本国外から送付する場合は、追跡可能な国際航空郵便にて郵送してください。 

    ＊郵送中の事故に関しては一切責任を負いません。 

＊提出した書類のコピーを必ず手元に保管してください。 
 

② 直接持参する場合（札幌近郊在住者） 

  国際交流センター窓口へ直接持参してください。受付時間は下記の通りです。 

 

  平日： 9:00 ～ 16:00 

  土曜日、日曜日、祝祭日は受付しません。 

 
 

 

C) 出願書類の提出先 
 

 

 

 
 

 

D) 入学検定料の納入方法 
 

下記の銀行口座に、入学検定料 (20,000円) の振込みを行ってください（期日厳守）。なお、振込みに係る手数
料は入学志願者が負担してください。 

 
 

入学検定料納入期日： 

  

日本国外からの出願 ： 2026年6月10日 （水） 

日本国内からの出願 ： 2026年8月14日 （金） 
 

 

振込先銀行名 　北海道銀行 BANK 　THE HOKKAIDO BANK, LTD.

SWIFコード 　HKDBJPJT SWIFT Code 　HKDBJPJT

支店名 　北広島支店 Branch 　KITAHIROSHIMA BRANCH

銀行住所
　〒061-1133

　北海道北広島市栄町1丁目1
Bank Address

　1-1 SAKAE, KITAHIROSHIMA HOKKAIDO, 

 　061-1133, JAPAN

受取人口座名 　星槎道都大学　留学生別科 Account Name
　SEISA DOHTO UNIVERSITY SCHOOL OF

 JAPANESE STUDIES FOREIGN STUDENTS

口座番号 　0 8 7 5 4 1 5 Account Number 　0 8 7 5 4 1 5

大学住所
　〒061-1196

　北海道北広島市中ノ沢１４９番地
 Address

　149 Nakanosawa,Kitahiroshima city,

 Hokkaido, 061-1196,JAPAN

大学電話番号 　011-372-8044 TEL  011-372-8044

日本語 ENGLISH



5. 選考方法 

 
提出された書類をもとに書類選考し、必要に応じて面接を行います。面接日・面接会場に関しては、追って

出願者へ連絡します。 

 

6. 合格通知 

 選考結果は郵便により本人へ通知します。電話による合否の問い合わせには一切応じません。 
 

合格通知発送予定日： 
 

日本国外からの出願 ： 2026年6月26日（金） 

日本国内からの出願 ： 2026年8月28日（金） 

 

7. 入学手続き 
合格者には、「合格通知書」、「入学手続案内書」および入学手続きに必要な書類を同封して送付するので、 

所定の期日内に入学手続きを行ってください。手続きが完了後「入学許可書」を本人宛てに送付します。 
 

入学手続書類提出期間： 
 

日本国外からの出願 ： 2026年6月26日（金） ～ 2026年7月17日 (金) 

日本国内からの出願 ： 2026年8月28日（金） ～ 2026年9月11日 (金) 

 

8. 入国査証（ビザ）取得手続き 
① 日本へ入国する前に日本国在外公館で査証（ビザ）の申請を行い、必ず「留学」の査証を持ち、 

日本に入国してください。 

② 入国査証（ビザ）取得に必要な「在留資格認定証明書」の申請は本学が代理申請を行います。 

 

9. 入学許可の取り消し 
① 出願書類および入学手続き書類に虚偽があった場合は、入学許可を取り消します。 

② 正当な理由なく、本学が定める期日までに来学できない場合は、入学を取り消します。 

 

10. 年間経費 
 合格通知受領後、入学希望者は年間経費 (670,000円) の納入を期日内に行ってください。 
 

A) 年間経費納入期日 
 

日本国外からの出願 ： 2026年7月17日（金） 

日本国内からの出願 ： 2026年9月11日（金） 

 

B) 年間経費（670,000円）の納入方法 
 

年間経費は、入学志願者名で入学検定料の納入先と同じ指定銀行口座に振込みをして下さい（期日厳守）。 

なお、振込みに係る手数料は入学志願者の負担となります。 

 

費 目 年 間 

入学金 ￥100,000 

授業料 
￥560,000 （前期：￥280,000） 

        （後期：￥280,000） 

留学生補償制度履行費用共済 ￥10,000 

合計 ￥670,000 
 

 ＊ 一旦納入した授業料以外の経費は、理由の如何を問わず返金しません。 

ただし、「在留資格認定証明書」または「留学ビザ」が不許可になった場合に限り、返却します。 

（願書、申請書類等に虚偽の記載があり、それが原因で不許可になった場合は、全て返却しません。） 



11. 出願書類 

 

 
 

注1. 日本語以外の証明には必ず日本語訳を提出し、翻訳書類には全て翻訳証明書を添付してください。 
           （「翻訳証明書」とは訳文が原文と同一であることを証明する書類のことで、大使館等の公的機関、 

          翻訳会社・学校等の組織、または出願者以外の個人のいずれかの署名・捺印が必要です。) 
 

注2. 学校や会社など各機関や団体発行の証明書類は、必ず団体の名称、住所、電話番号、FAX番号等が 
           記載されている「Letter Head」の専用用紙を使用してください。 
 
 

注3. 過去に入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請を行ったことがある場合は、必ず事前に申告して 

          ください。 

 

 

 

 
 

 


